
1415 市政だより　2021.12 市政だより　2021.12

◆日や場などの略字の見方は８ページ
◆対どなたでも、定特になし、￥無料、申不要（直接
会場へ）の場合は、記載なし

◆申に電話、ファクス、Ｅメール、Ｈ（市ホームペー
ジ）の記載がある場合は、その方法で申し込み可

アオ＝アオーレ長岡　　市セ＝市民センター
大手＝大手通庁舎　　　さい＝さいわいプラザ

▲講師の鮫島さん。ドラ
マ化された小説「下町ロ
ケット」に登場する神谷
弁護士のモデルです

　中小企業における知的財産の活用方法を
学びます。
日12月24日㈮午後１時～５時30分　場長岡
グランドホテル　内講演会、日本精機㈱の
事例紹介など　講内田・鮫島法律事務所弁

護士・鮫島正洋さん 
ほか　定100人先着　 
申同イベントホーム
ページで　担当＝産
業支援課大手Ｔ39・
2222

事業での「知的財産」活用を学ぼう！

つながる特許庁

催
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市議会12月定例会
問議会総務課アオＴ39・2244

　本会議や委員会は公開されています。

　傍聴席では、次のことを遵守してください。発
熱やせき、風邪の症状がある場合は、傍聴をご遠
慮ください。
①入場時のアルコール消毒、検温②マスクの着用
③他の傍聴者と間隔を空けた着席
　本会議と常任委員会は、市ホームページで生中
継・録画中継しています（ケーブルテレビの再放
送は当日の午後７時から）。
※８日㈬～10日㈮の本会議は、一般質問者の人数

により日程が短くなる場合があります
時本会議…午後１時から、議会運営委員会…午前
11時30分から、常任委員会（産業市民・建設・文
教福祉・総務）…午前10時から　定本会議…40人、
車いす席２人、親子傍聴席10人、委員会…12人
★議会中継はスマートフォン、タブレット端末な

どでもご覧いただけます

議員の年賀状は禁止されています
市議会議員は、答礼のための自筆によるもの
を除き、選挙区内の人に年賀状を出すことや
お歳暮などを贈ることが公職選挙法で禁止さ
れています。ご理解をお願いします。

期　日 会　議　名 場　所

12月７日㈫
議会運営委員会 第二委員会室
本会議（招集日）

議　　場
８日㈬～10日㈮ 本会議※

13日㈪ 産業市民委員会

第一委員会室
14日㈫ 建設委員会
15日㈬ 文教福祉委員会
16日㈭ 総務委員会

20日㈪
議会運営委員会 第二委員会室
本会議（最終日） 議　　場

内に除かれた人を含む）、長岡市の戸籍および戸籍
の附票（除かれた戸籍や附票を含む）に記載され
ている人　登録期間＝５年間（期間中に住所、氏
名、本籍などが変更になったときは届け出が必
要）　持本人確認書類（運転免許証、パスポート
など）　※代理人や郵送による申請ができます　
問市民課アオＴ39・7512

　住民票の写しや戸籍謄本などを第三者へ交付し
たとき、事前に登録した人に通知します。
場市民課アオ、各支所市民生活課（山古志・和島
支所は地域振興・市民生活課）　対長岡市の住民
基本台帳に記録されている人（転出などで５年以

本人通知制度に登録を

③ 

タ
ン
ク
の
配
管
や
ホ
ー
ス
な
ど

が
破
損
し
て
い
な
い
か
日
ご
ろ

か
ら
点
検
す
る

④ 

屋
根
か
ら
の
落
雪
や
除
雪
な
ど

で
配
管
を
傷
め
な
い
よ
う
に
す
る

な
ど
、
十
分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
万
一
漏
れ
た
場
合
は
、
す
ぐ
に

元
栓
を
閉
め
、
新
聞
紙
や
タ
オ
ル

な
ど
で
外
部
へ
流
出
し
な
い
よ
う

応
急
処
置
を
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

の
後
に
消
防
本
部
ま
た
は
市
役
所

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
消
防
本
部
Ｔ
36
・
０
１
１
９
、

環
境
政
策
課
Ｔ
24
・
０
５
２
８
、

各
消
防
署
・
出
張
所
、
各
支
所
市

民
生
活
課
（
山
古
志
・
和
島
支
所

は
地
域
振
興
・
市
民
生
活
課
）

●
消
防
団
協
力
事
業
所
に 

２
事
業
所
を
認
定

　
消
防
団
活
動
や
団
員
の
確
保
な

ど
に
貢
献
し
て
い
る
事
業
所
を
新

し
ま
し
た
。

問
市
民
協
働
課
ア
オ
Ｔ
39
・
２
２

９
１

●
業
界
研
究
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
ガ
イ
ダ
ン
ス

日
12
月
16
日
㈭
午
後
３
時
〜
５
時

40
分　
場
ハ
イ
ブ
長
岡　
対
令
和

５
年
３
月
以
降
に
大
学
・
専
門
学 ▲栃尾地域比礼区自治会の除雪機

●
ま
ち
で
見
掛
け
た
ら
ご
配
慮
を

　
左
図
は
、
障
害
の
あ
る
人
が
支

援
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど

を
表
す
マ
ー
ク
（
一
例
）
で
す
。

問
福
祉
課
ア
オ
Ｔ
39
・
２
３
４
３

●
年
末
年
始
も
「
火
の
用
心
」

　
冬
は
火
を
使
う
機
会
が
多
く
、

火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節
で
す
。

支
所
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
相
談
可
） 

定
２
人
先
着　
申
１
12
月
14
日
㈫

２
16
日
㈭
ま
で
に
健
康
課
ま
た
は

各
支
所
市
民
生
活
課
（
山
古
志
・

和
島
支
所
は
地
域
振
興
・
市
民
生

活
課
）
へ

３
献
血
の
お
願
い

日
12
月
16
日
㈭
午
前
10
時
〜
正
午 

場
さ
い
わ
い
プ
ラ
ザ　
対
16
歳
〜

69
歳
（
65
歳
以
上
は
60
歳
〜
64
歳

に
献
血
経
験
の
あ
る
人
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
を
48
時

間
以
内
に
接
種
し
た
人
は
不
可
）

持
献
血
カ
ー
ド
ま
た
は
身
分
証
明
書

４
カ
フ
ェ
Ｄ
Ｅ
健
康
講
座

日
・
内
①
12
月
14
日
㈫
…
減
塩
生

活
、
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？
②
22

・
冬
道
は
安
全
走
行
で

　
冬
は
視
界
や
路
面
状
況
が
悪
化

し
ま
す
。
普
段
以
上
に
速
度
・
車

間
距
離
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

問
市
民
課
ア
オ
Ｔ
39
・
２
２
０
６

●
上
級
救
命
講
習
会

　
修
了
者
に
証
明
証
を
交
付
し
ま
す
。

日
１
月
23
日
㈰
午
前
９
時
〜
午
後

６
時　
場
消
防
本
部　
内
乳
児
〜

成
人
へ
の
心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
使

用
方
法
、
応
急
手
当
て
な
ど　
定

15
人
先
着　
申
12
月
15
日
㈬
か
ら

長
岡
消
防
署
Ｔ
35
・
２
１
９
３
へ

●
市
有
財
産
を
売
却
し
ま
す

　
学
校
町
３
丁
目
地
内
の
土
地
・

建
物
、
喜
多
町
地
内
の
土
地
の
一

般
競
争
入
札
を
行
い
ま
す
。

申
管
財
課
大
手
Ｔ
39
・
２
２
１
１

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

長
寿
は
つ
ら
つ
課
さ
い

�

Ｔ
39
・
２
２
６
８

●
大
人
の
ま
な
★
ビ
バ
プ
ラ
ス

日
１
月
13
日
〜
３
月
17
日
の
毎
週

木
曜
日
午
後
１
時
〜
３
時
（
３
月

９
日
の
み
水
曜
日
。
計
10
回
）　

場
市
立
劇
場
な
ど　
対
65
歳
〜
74

歳　
定
15
人
抽
選　
持
動
き
や
す

い
服
装
、
内
履
き
な
ど　
申
12
月

23
日
㈭
ま
で

健
康
課
さ
い�

Ｔ
39
・
７
５
０
８

１
こ
こ
ろ
の
相
談
会

日
12
月
21
日
㈫　
相
談
員
＝
臨
床

心
理
士
、
保
健
師
な
ど

２
ア
ル
コ
ー
ル
相
談
会

日
12
月
23
日
㈭　
相
談
員
＝
精
神

保
健
福
祉
士
、
保
健
師

◇　
　
　
　
◇

１
２
い
ず
れ
も　
時
午
後
２
時
〜

４
時　
場
さ
い
わ
い
プ
ラ
ザ
（
各

た
に
認
定
し
、
計
96
事
業
所
に
な

り
ま
し
た
。

〇
椿
建
設
㈱
、
㈲
小
室
建
設　

問
消
防
本
部
総
務
課
Ｔ
35
・
２
１

９
２

●
税
理
士
無
料
税
務
相
談（
要
予
約
）

日
12
月
15
日
㈬
、
１
月
５
日
㈬
午

前
９
時
30
分
〜
正
午　
場
・
申
税

理
士
会
長
岡
支
部
（
三
和
３
）
Ｔ

33
・
８
０
８
０　
担
当
＝
市
民
税

課
ア
オ
Ｔ
39
・
２
２
１
２

●
多
重
債
務
相
談
日

　
借
金
返
済
の
相
談
に
弁
護
士
・

司
法
書
士
が
応
じ
ま
す（
要
予
約
）。

日
12
月
15
日
㈬
・
22
日
㈬
午
後
１

時
30
分
〜
４
時　
場
・
申
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
市
セ
Ｔ
32
・
０
０
２
２

●
来
年
４
月
、
小
・
中
学
校
に
入

学
す
る
子
ど
も
の
保
護
者
に
入

学
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

　
小
学
校
は
郵
送
で
、
中
学
校
は

小
学
校
を
通
じ
て
お
届
け
し
ま
す
。

　
12
月
24
日
㈮
こ
ろ
ま
で
に
届
か

な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
入
学
通
知
書
の
住
所
か
ら
転
居

し
た
場
合
は
、
入
学
す
る
学
校
が

変
更
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問
学
務
課
さ
い
Ｔ

39
・
２
２
３
９

校
な
ど
を
卒
業
予
定
の
学
生　
申

長
岡
就
職
・
転
職
Ｕ
タ
ー
ン
ナ
ビ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で　
※
12
月
８
日

㈬
〜
３
月
31
日
㈭
に
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
情
報
の
動
画
を
特
設
サ
イ

ト
で
配
信　
担
当
＝
産
業
立
地
課

大
手
Ｔ
39
・
２
２
２
８

●
12
月
11
日
㈯
～
20
日
㈪
は 

冬
の
交
通
事
故
防
止
運
動

　
冬
の
道　
譲
る
心
で

　
安
全
確
保

・
飲
酒
運
転
の
根
絶

　
二
日
酔
い
も
違
反
で
す
。
運
転

す
る
前
日
は
お
酒
を
控
え
ま
し
ょ
う
。

・
横
断
歩
道
は
歩
行
者
が
優
先

　
横
断
し
そ
う
な
歩
行
者
が
い
る

と
き
は
一
時
停
止
が
義
務
で
す
。

も
う
一
度
「
火
の
用
心
」
を
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

・ 

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
・

点
検
を
す
る

・ 

コ
ン
ロ
か
ら
離
れ
る
時
は
火
を

消
す

・ 

ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す

い
も
の
を
置
か
な
い

・ 

使
わ
な
い
電
気
製
品
は
電
源
を

切
り
、
コ
ン
セ
ン
ト
を
抜
く

な
ど
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
消
防
本
部
予
防
課
Ｔ
35
・
２
１

９
０

●
灯
油
の
取
り
扱
い
に
ご
注
意
を
！

　
冬
は
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
か
ら
の
灯

油
の
流
出
事
故
が
多
発
し
ま
す
。

河
川
に
流
れ
出
る
と
、
水
質
汚
染

の
原
因
と
な
り
ま
す
。

①
小
分
け
中
は
そ
の
場
を
離
れ
な
い

② 

タ
ン
ク
の
バ
ル
ブ
を
完
全
に
閉

め
た
か
確
認
す
る

日
㈬
…
寒
い
冬
に
ぽ
か
ぽ
か
体
操

〜
手
足
や
心
も
温
か
く
な
り
ま
し

ょ
う
〜
③
１
月
７
日
㈮
…
ま
ち
な

か
ウ
オ
ー
キ
ン
グ　
時
①
午
後
２

時
〜
３
時
②
③
午
前
10
時
〜
11
時 

場
①
③
タ
ニ
タ
カ
フ
ェ
市
セ
②
ま

ち
な
か
キ
ャ
ン
パ
ス
長
岡
大
手　

申
12
月
８
日
㈬
か
ら

●
宝
く
じ
助
成
金
で
町
内
会
の 

用
品
を
整
備
し
ま
し
た

　
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
宝
く
じ

の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て
実

施
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

を
活
用
し
て
、
次
の
用
品
を
整
備

▲ヘルプマーク…義足や内部障害を持
つ人などが周囲に支援や配慮の必要性
を知らせます（左）、オストメイトマー
ク…人工肛門・人工ぼうこうを使用す
る人のための設備があることを表します

今話題のフレイル予防！運動や栄
養、心の持ち方など健康な生活
に必要なポイントを学びます。

雪降る前に確認！
空き家の管理は適切に
　管理されずに放置された建物は、地域住
民の生活に悪影響を及ぼす恐れがあります。
倒壊などを防ぐため、屋根の雪下ろしなど
の管理をお願いします。空き家の利活用も
ご相談ください。
問都市政策課大手Ｔ39・2265

冬
の
空
き
家
の
放
置
は
、

倒
壊
や
落
雪
な
ど
の
危
険

が
高
ま
り
ま
す
。
隣
家
や

通
行
人
な
ど
を
巻
き
込
む

事
故
が
発
生
す
る
と
、
法

的
な
責
任
を
問
わ
れ
ま
す
。


